
入学金 39,600

適性検査 2,420

技能教習料 109,164

１時間あたり教習料 @9,097

★検定料 6,391

★証明書発行料 2,200

小計 0 0 159,775 0 0 0 0 0

入学金 39,600 39,600 39,600 39,600 39,600

適性検査 2,420 2,420 2,420 2,420 2,420

技能教習料 54,120 54,120 54,120 54,120 54,120

１時間あたり教習料 @9,020 @9,020 @9,020 @9,020 @9,020

★検定料 6,391 6,391 6,391 6,391 6,391

★証明書発行料 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200

小計 0 104,731 0 104,731 0 104,731 104,731 104,731

講習料(ﾃｷｽﾄ代含) 31,449 （11時間）12,934

小計 31,449 0 0 0 0 12,934

講習料(ﾃｷｽﾄ代含) ※33,841 ※33,841

小計 0 0 0 33,841 0 0 0 33,841

講習料(ﾃｷｽﾄ代含) ※40,114 ※40,114

小計 0 0 0 40,114 0 0 0 40,114

講習料(ﾃｷｽﾄ代含) 36,206 36,206 36,206 36,206

小計 0 0 0 0 36,206 36,206 36,206 36,206

講習料(ﾃｷｽﾄ代含) 16,663 16,663

小計 0 0 0 0 0 0 16,663 16,663

31,449 96,140 151,184 170,095 36,206 132,346 149,009 235,898

0 8,591 8,591 8,591 0 8,591 8,591 8,591

31,449 104,731 159,775 178,686 36,206 140,937 157,600 244,489

6,290 19,228 30,237 34,019 7,241 26,469 29,801 47,179

25,159 85,503 129,538 144,667 28,965 114,468 127,799 197,310

２割給付額

実質負担額（見込み）

※の金額は【玉かけＣコース⇒クレーンＡコース】の受講料金です。【玉かけＡコース⇒クレーンＤコース】での受講の場合は、玉かけ26,024円・クレーン47,931円になります。
どちらのパターンでも合算して73,955円となります。
◆車両系建設機械を含む複数の講座を受講される方は、【 大特 ⇒ 車両系（整地等） ⇒ 車両系（解体用） 】の順に受講して頂きますので、あらかじめご了承ください。

小型移動式クレーン
ＡまたはＤ

車両系建設機械
（整地等）

車両系建設機械
（解体用）

教育訓練経費

給付対象外経費
（★検定・証明書）

講習料総額
（給付対象外含み）

大型特殊
基準時限

6時限

フォークリフト
31時間講習

玉掛け
ＡまたはＣ

大特
整地+解体

講座

大特+技能五種
講座

けん引
基準時限
12時限

令和4年4月1日から 教育訓練給付金 料金表 （県証紙別）

講座名
フォークリフト

運転技能
講座

大型特殊自動車
教習講座

けん引自動車
教習講座

大特+技能二種
講座

車両系 (整地等)
講座

大特+整地
講座



教育訓練給付金制度とは、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。一定の条件を満たす雇用保険の

一般被保険者（在職者）又は一般被保険者であった方（離職者）が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、本人自ら

が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額（上限あり）をハローワーク（公共職業安定所）から支給されます。

ご利用希望の方は支給条件を満
たしているか、ハローワークが配
布する「教育訓練給付金支給要
件照会票」をハローワークに提出
し、発行された「教育訓練給付金
支給要件回答書」をご準備くださ
い。

お電話での申込受付は原則
行っておりません。必要書類
をそろえていただいて窓口に
て受付を行ってください。
※遠方でこちらへ来るのが難
しい方はあらかじめお電話で
お問い合わせください。

「教育訓練給付金支給要件回
答書」にて支給要件を満たしてい
るかどうか確認し、満たしていれ
ばお申込みＯＫ！
※教育訓練給付金制度をご利用
できないお客様へのお得なセット
プランもございますので、お気軽
にお問い合わせください。

各教習受講者
◎運転免許証
◎写真（3×2.4cm）

⇒各教習毎に5枚
◎印鑑
◎教育訓練給付金

支給要件回答書

各技能講習受講者
◎運転免許証
◎本籍地記載の住民票抄本

※6か月以内の物
◎写真（3×2.4cm）

⇒各講習毎に3枚
◎印鑑
◎所持資格証
◎実務経験証明書
◎教育訓練給付金

支給要件回答書

お支払い方法･･･現金払い、クレジットカード払い、自動車教習ローンからお選び下さい。
各種一括払いのほかに以下の方法がございます。

【けん引・大特】･･･最初に入学時納入金を納入、技能教習及び検定の都度お支払い。
【 技 能 講 習 】･･･技能講習一種目ごとにお支払い。一種目ごとに講習開始前にお支払いください。（講習当日のお支払いは不可）

江刺自動車学校では教育訓練給付
金制度をご利用の方には、お申込
みの前に支給要件の確認をお願い
しております。
これは、確実に教育訓練給付金の
受給資格の有無を確認するためで、
講習受講後に「受給資格が無かっ
た…」となることを防ぐためです。

お申込み時には必ず【教育訓練給付金制度】
を利用する旨、お申し出下さい。
受講を開始してからの通常講習から給付金
指定講座への変更は受け付けできませんの
でご注意下さい。

まずはじめに…
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